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物価高騰対
応重点支援
給付事業・定
額減税調整
給付事業

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③低所得世帯等の給付対象世帯数（691世帯）、定額減税を補足する給付の対象者数（4584人）

R6.6 R7.3 143,871 133,764 申請者への給付率100％

給付金によりエネルギー、食料品
価格等の物価高騰の影響を受ける
町内の低所得世帯に対し家計支援
ができた。

12
児童生徒に
対する給食費
の一部補助

①原油価格・物価高騰等の影響を受ける町内小中学校保護者の支援のため、学校給食費の保
護者負担の軽減を行う。
②給食費（賄材料費）　高騰分について一般会計へ充当（教職員分は除く）
③生活者（保護者）等

R6.4 R7.3 66,690 9,315 
生活者（保護者）等の物価
高騰による給食費の増額負
担0円

物価高騰による値上げ分について
交付金を充当することにより生徒・
保護者の増額負担０円とすることが
できた。

13
温泉施設応
援事業

①町温泉施設は、電気・燃料価格等の高騰により採算が悪化している。
　町内には当該施設以外に温泉施設は存在せず、事業の縮小、廃止等は坂城町民及び周辺住
民の健康増進、コミュニティ活動、地域活性化等に悪影響を及ぼす。当該施設の指定管理者で
ある株式会社坂城町振興公社を交付対象者として、支援金を交付し、電気・燃料価格等高騰に
よる事業の縮小・廃止等を防ぐとともに施設利用料への価格転嫁を防止する。
②電気・灯油・ガス料金値上がり分の補助（負担金及び補助金）
③指定管理者（中小企業）

R6.10 R7.3 12,967 12,951 

利用者負担を現状維持(入
館料増額０円)することによ
り、町民の福利厚生施設と
しての機能を維持

交付金により事業の継続を支援す
ることができた。

14
公共施設等
管理事業

①電力・燃料価格高騰の影響を受ける公共施設（直接住民の用に供する施設）の光熱費高騰分
を支援することにより、安定した市民サービスを提供するとともに、施設利用料への価格転嫁を
防止する。
②光熱費高騰分について一般会計へ充当
③公共施設（直接住民の用に供する施設）の施設利用者

R6.4 R7.3 26,064 9,914 

町立保育園３園、町立小学
校３校、町立中学校１校、図
書館、鉄の展示館のすべて
に充当

交付金により物価高騰の影響を受
ける公共施設等を支援することが
できた。

15

老人福祉セン
ター指定管理
者光熱費補
助事業

①老人福祉センターの安定した管理運営のため、電力・燃料価格高騰の影響を受ける指定管理
者の光熱費高騰に伴う負担軽減を図る。
②光熱費高騰分について委託料に充当
③老人福祉センター指定管理者：１者

R6.4 R7.3 8,300 490 価格高騰分の100％補助
交付金により物価高騰の影響を受
ける老人福祉センターを支援するこ
とができた。
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